
 
豊木認定こども園 運営規程 

 

（事業所の名称等） 

第１条 社会福祉法人樹心会が設置する幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は、次のとお 

りとする。 

(１)  名 称 豊木認定こども園 

(２)  所在地 岐阜県揖斐郡大野町桜大門５３８番地 

 

 （施設の目的) 

第２条 豊木認定こども園（以下「当園」という。）は、幼保連携型こども園として、満３歳以 

上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一時的に行い、これら

の子どもが穏やかに成長できる環境をもってその心身の発達を支援するとともに、保護者に対

する子育ての支援を行うことを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第３条 当園は、教育・保育を提供するにあたり入園する乳児及び幼児（以下「園児」とい

う。）の最善の利益を考慮し、その心身の発達を積極的に増進することに最もふさわしい環境

を提供するよう努める。 

２ 当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下に園児の状況

や発達過程を踏まえ、教育及び保育を一体的に行う。 

３ 当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者

に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努める。 

４ 当園は、教育基本法（平成 18年法律第 120 号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律（平成 18年法律第 77 号）、子ども・子育て支援法（平成 24 年

法律第 65号。（以下「支援法」という。）及び大野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26年 9 月 22 日大野町条例第 16 号）（以下「条

例」という。）その他関係法令等を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 26

年内閣府・文部科学省・厚生労働書告示第１号）に沿って乳幼児の発達に必要な教育・保育を

一体的に提供する。 

 

 （提供する教育・保育の内容） 

第４条 当園は、以下に掲げる教育・保育その他便宜の提供を行う。 

(１) 特定教育・保育 

(２) 地域の子育て家庭に対する支援 

(３) 給食及び食育活動 

(４) 延長保育事業 

(５) 一時預かり事業 

(６) 障がい児保育事業 

(７) 幼保小連携事業 



 

 （特定教育・保育） 

第５条 当園にて一体的に展開される教育・保育は、当園における生活を通して生きる力の基礎 

を育成する。このことにより、義務教育及びその後の教育の基礎を培うとともに、子どもの最 

善の利益を考慮しつつ、その生活を保障し、保護者とともに園児を心身ともに健やかに育成す 

るものとする。 

２ 当園にて行われる教育・保育課程は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成 26 年

告示）に則り園長が定める。 

 

 （地域の子育て家庭に関する支援） 

第６条 当園は、地域の乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設する。 

２ 当園は、地域の保護者の子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援を行う。 

 

 （給食及び食育活動） 

第７条 当園は、必要な給食栄養目標量を確保しつつ、発達段階や健康状態、アレルギー等に配

慮した給食を提供する。 

２ 当園は、園児の発育及び発達の過程に応じて食の体験を豊富にし、食を営む力の基礎を培う

ため園内食育活動を実施する。 

３ 当園の給食調理は、厚生労働省の定める大量調理施設衛生管理マニュアルに準ずるものとす

る。 

 

 （延長保育事業） 

第８条 当園は、開園時間の範囲内で平常の保育時間を超えて保育が必要な場合に、延長保育を

行う。 

 

 （一時預かり事業） 

第９条 当園は、平日９時から１６時まで、保護者が病気や出産や家族の看護等で保育が必要と

される子どもに対して、一時的に保育を実施する。ただし、受け入れ態勢や子どもの状況等に

より受け入れが困難な場合はこの限りでない。 

２ 当園は、第１８条第１項第１号に規定する子どもの教育時間前後課外活動の場として、開園

時間の範囲内で預かり保育を行う。 

 

 （障がい児保育事業） 

第１０条 当園は、各種障がいを持った園児に対しノーマライゼーションの理念に則り、教育・

保育を実施する。 

 

 （幼保小連携事業） 

第１１条 当園は、小学校との連携を強化し、滑らかな接続が行われるよう努める。 

 

 



 （職員の職種、員数及び職務の内容） 

第１２条 保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

ただし、園児の受け入れ状況等により、員数が変動する場合があり得る。 

(１) 園長 １名 

園長は、職員及び業務の管理を一元化的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必 

要な指揮命令を行うとともに園児を全体的に把握し、園をつかさどる。 

 (２) 主幹保育教諭 ２名 

    主幹保育教諭は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに園長を補佐し、教 

育・保育内容について他の保育教諭を総括する。 

(３) 保育教諭 ２４名 

   保育教諭は、教育・保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務 

を行う。 

(４) 栄養士 １名 

    栄養士は、給食及びおやつの栄養の指導及び管理をし、調理は依然する。また、園内食 

育活動を促進する。 

(５) 調理員 ２名 

調理員は、給食及びおやつを調理・配膳する。 

(６) 園医 １名 

園医は、園児の心身の健康管理を行うとともに定期健康診断、職員及び保護者への相 

談・指導を行う。 

(７) 園歯科医 １名 

園歯科医は、園児の心身の健康管理を行うとともに定期健康歯科検診、職員及び保護者 

への相談・指導を行う。 

(８) 園薬剤師 １名 

園薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導助言、職員及び保護者への相談・指

導を行う。 

(９) 事務職員 １名 

    事務職員は、事務及び諸用務に従事する。 

２ 前項に定めるもののほか、必要に応じ、臨時にその他の職員を置くものとする。 

 

 （教育・保育を提供する日及び行わない日） 

第１３条 当園の教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、第１８条

第１項第１号に規定する子どもの教育週数は３９週とし、月曜日から金曜日までとする。 

２ 当園の休業日は、次のとおりとする。 

 (１) 日曜日 

 (２) 年末年始 （１２月２９日から１月３日） 

 (３) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

３ 以下の期間及び日においては、第１８条第１項第１号に規定する子どもに対する教育・保育

の提供は行わない。 

 



(１) 土曜日 

(２) 夏季休業 （８月１２日から８月１５日） 

(３) 春季休業 卒園式実施翌日から入園式実施前日まで 

４ その他園の運営上必要と認められる場合は、保護者会と協議のうえ休業日とする。 

 

 （学年及び学期） 

第１４条 当園の教育に係る学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

２ 前項の学年は、次の学期に分ける。 

(１) 前期 ４月１日から９月３０日まで（６ヶ月） 

(２) 後期 １０月１日から３月３１日まで（６ヶ月） 

 

 （教育・保育を提供する時間） 

第１５条 当園の教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

(１) 保育標準時間認定に係る教育・保育時間（１１時間） 

    平日７時００分から１８時００分、土曜７時００分から１８時００分の範囲内で園児が 

保育を必要とする時間とする。 

(２) 保育短時間認定に係る教育・保育時間（８時間） 

    ８時００分から１６時００分の範囲内で、園児が必要とする時間とする。 

(３) 教育標準時間（４時間） 

    １０時００分から１４時００分までとする。 

(４) 開園時間 

平日７時００分から１９時００分まで、土曜７時００分から１９時００分までとする。 

 

 （利用者負担その他の費用の種類） 

第１６条 当園は、条例第１３条第１項により、当該児童の居住する市町村が定める利用者負担

額（保育料）を、保護者から徴収する。 

２ 当園の利用に係る施設型給付費については、当園が法定代理受領する。 

３ 前項により受領した給付費の額については、定期的に支給認定保護者に書面で通知するもの

とする。 

４ 当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他

やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準

費用額（法第２８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額をいう。）の支払いを受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を

受けられるよう特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じる。 

５ 当園は、第４項の支払いを受けるほか、条例第１３条第３項及び第４項により、教育・保育

等の提供に要する費用のうち、別表１に掲げる費用の支払いを受けるものとする。 

 

 （認可定員） 

第１７条 当園の認可定員は１６０名とする。 

 



 （利用定員） 

第１８条 当園の利用定員は１１０名とし、支援法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子

どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

(１) 支援法第１９条第１項第１号の子ども（保育を必要としない満３歳以上の子ども。以下

「１号認定子ども」という。） 

１５名 

(２) 支援法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする満３歳以上の子ども。以下

「２号認定子ども」という。） 

   ７０名 

(３) 支援法第１９条第１項第３号の子ども（保育を必要とする満３歳未満の子ども。以下 

「３号認定子ども」という。）のうち、満１歳以上の子ども 

   ２０名 

(４) ３号認定子どものうち、満１歳未満の子ども 

    ５名 

 

 （利用の開始に関する事項） 

第１９条 当園の利用開始にあたり、１号認定子どもについては、支給認定保護者が当園に直接 

申込むことを原則とし、２号認定子ども及び３号認定こどもについては、児童福祉法（昭和

22 年法律第 164 号）第２４条に基づき市町村による利用調整を経るものとする。 

２ 当園は、前項にて市町村が行った利用調整に対し、条例第７条によりできる限り協力するも 

のとする。 

３ 当園は、条例第６条第２項及び第３項により、利用定員を超える入園申込みがあった場合 

は、次の基準により選考を行い、園長が入園を決定する。 

(１) 兄弟姉妹が在園している児童を優先して入園とする。 

(２) 大野小学校区在住の児童を前号の次に優先して入園とする。 

(３) その他児童及び家庭の状況を総合的に考査し、入園決定とする。 

４ 利用開始にあたっては、利用の申込みを行った保護者に対し、本規程の概要、職員の勤務体 

制、利用者負担その他重要事項を記した文章を交付して説明を行い同意を得るものとする。 

５ 当園は、前項の同意を得た保護者との間に利用契約を締結し、教育・保育の提供を開始す

る。 

 

 （利用の終了に関する事項） 

第２０条 当園は、以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。 

(１) 園児が小学校就学の始期に達したとき。 

(２) 園児の保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。 

(３) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

 （休園、退園、転園に関する事項） 

第２１条 救援や退園若しくは転園しようとする者は、その理由を記して園長に届出るものとす

る。 



 

 （卒園に関する事項） 

第２２条 園児が第５条第２項に定める教育・保育課程を修了することを卒園とし、園長は卒園

証書を授与する。 

 

 （緊急時における対応方法） 

第２３条 当園の職員は、教育・保育の提供を行っているときに利用乳幼児に病状の急変その他

緊急事態が生じたときは、速やかに学校医又は利用乳幼児の主治医に連絡する等必要な措置を

講じるものとする。 

２ 教育・保育の提供により事故が発生した場合は、利用乳幼児の保護者等に連絡するとともに

必要な措置を講じるものとする。 

３ 当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに事故発生の原因を

解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。 

 

 （非常災害対策） 

第２４条 当園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

２７条において準用する学校保健法（昭和 33 年法律第 56号）第２７条及び第２９条第１項の

規定により、園児等の安全の確保を図るため、学校安全計画及び危険等発生時対処要領（以下

「計画等」という。）を作成し訓練を行うものとする。 

２ 当園は、計画等に基づき園児の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、当該体制

について職員に周知するとともに園児に避難方法等について理解させるよう努めるものとす

る。 

３ 当園は、年２回避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。 

４ 当園は、年１回以上安全に関わる訓練をするものとする。 

５ 当園は、第３項及び第４項における訓練の結果を踏まえ計画等の検証及び必要な見直しを行

うものとする。 

 

 （虐待の防止のための措置） 

第２５条 当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため必要な体制の整備を行うととも

に、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

 

 （苦情解決） 

第２６条 当園は、社会福祉法（昭和 26年法律第 45 号）第８２条の規定により、利用者からの

苦情に適切に対応するため苦情解決責任者、苦情解決受付担当者及び第三者委員を置き、苦情

解決に努める。 

 

 

 （記録の整備） 

第２７条 当園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存する。 



(１) 幼保連携型認定こども園園児指導要録（学生に関する記録については２０年間保存） 

 (２) 教育・保育の実施にあたっての計画 

 (３) 提供した教育・保育に係る提供記録 

 (４) 条例第１９条に規定する支給認定を行った市区町村への通知に係る記録 

 (５) 事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録 

 (６) 保護者からの苦情の内容等の記録 

 

 （秘密保持） 

第２８条 当園の職員及び職員であった者は、齋藤な理由がなくその業務上知り得た園児又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 当園は、園児又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合を除くほ

か、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域の子ども・子育て支援事業を行う者その他の機

関に対して園児に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの

保護者の同意を得て行う。 

 

 （園則） 

第２９条 この規程は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律施行規則（平成 26 年内閣府令・文部科学省令）第１５条第１項第５号における園則を兼ね

る。 

 

 （委任） 

第３０条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は園長が定める。 

 

 

  附 則 

１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 ２ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 ３ この規程は、平成３０年１１月１０日に変更し、平成３１年４月１日から施行する。 

 ４ この規程は、令和元年８月３１日に変更し、令和元年１０月１日から施行する。 

 ５ この規程は、令和３年３月１３日に変更し、令和３年４月１日から施行する。 

６ この規程は、令和４年１１月１９日に変更し、令和５年４月１日から施行する。 

 ７ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

８ この規程は、令和６年１１月３０日に変更し、令和７年４月１日から施行する。 

 ９ この規程は、令和７年５月２４日に変更し、令和７年６月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

費用の種類 納付額 徴収の目的 

保育材料費 実 費 保育にかかる材料等の費用として 

銀行等利用手数料 実 費 銀行等利用手数料として 

保育短時間認定児延長利用料 ３０分毎  ５０円 保育内容充実のため 

預かり保育３歳以上児利用料 

月額（平日８時～１６時） 
 ４，０００円 保育内容充実のため 

預かり保育３歳以上児利用料 

（上記の時間以外） 
３０分毎  ５０円 保育内容充実のため 

預かり保育３歳未満児利用料 

月額（平日８時～１６時） 
１２，０００円 保育内容充実のため 

預かり保育３歳未満児利用料 

（上記の時間以外） 
３０分毎 １００円 保育内容充実のため 

３歳以上児給食主食費（月額）   ５００円 給食に係わる費用として 

３歳以上児給食副食費（月額） ４，８００円 給食に係わる費用として 

1 号認定満３歳児給食費（月額） ４，８００円 給食に係わる費用として 

一時預かり保育事業 

３歳以上児利用料 
３０分毎 １００円 保育内容充実のため 

一時預かり保育事業 

３歳未満児利用料 
３０分毎 １５０円 保育内容充実のため 

 

※ 年収３６０万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第３子以降の子供たちについては、

副食の費用が免除されます。 

 

 

 

 

 


